
◆第１号議案
上尾都市計画道路の変更について
（上尾市決定）

第５７回 上尾市都市計画審議会

令和７年１１月１１日

資料１



都市計画道路の検証・見直し作業について
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埼玉県作成の「都市計画道路の検証・見直し指針」に
基づき、市の都市計画道路の見直しに着手。

《都市計画道路の見直し例》

都市計画決定から２０年以上経過している長期未整備の
都市計画道路のうち、必要性や構造の適正さを検証し、
見直し対象路線を選定。

選定された見直し路線は、各路線の状況に応じて、
以下の見直し内容を検討。
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計画概要（都市計画変更前）
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【名 称】
３・４・５７上尾伊奈線

【告示日（決定日）】
平成９年８月１日
（埼玉県告示）

【延 長】
約１，７５０ｍ
（上尾市内約７００ｍ）

【幅 員】
代表幅員１８ｍ

上尾伊奈線



上尾伊奈線の特性と現状
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⚫上尾市と伊奈町を結ぶネットワークを形成
⚫市街化区域と市街化調整区域が混在
⚫沿道に上尾伊奈ごみ広域処理施設が計画（伊奈町区域）
⚫計画区間の大部分が未整備

市街化区域
整備済
未整備

市街化調整区域

市街化区域

未整備区間 約１，５７０ｍ 整備済区間 約１８０ｍ

上尾市 伊奈町

標準横断図
（未整備区間）



見直し内容の検討
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（１） 「廃止」の検討 （×）

混雑度の検証により、市街化区域区間の混雑度が上昇し、交通混雑発生の
可能性が高いという結果となったため、上尾伊奈線の廃止は行わない。

（２） 「幅員変更」の検討 （○）

市街化区域に位置する区間は、道路機能の観点等から幅員変更による支障
があると判断されたが、市街化調整区域に位置する区間については、停車需
要や歩行者交通量が少ないことが見込まれるため、道路の断面構成を見直す
ことによ り、幅員の変更を検討する。

（３） 「ルート変更」の検討 （×）

周辺に、代替となる道路は存在しないため、ルート変更は行わない。

（４） 「構造形式変更」の検討 （×）

現決定の構造形式はすべて平面交差であり、立体交差の必要性も依然とし
てないことから、 構造形式の変更は行わない。



見直し区間位置図
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見直し区間
見直しを行わない区間
整備済区間

市街化区域

市街化調整区域

市街化区域

上尾市 伊奈町



見直し区間の幅員の検討
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（１） 「車線数」、「車線の幅員」の検討

交通量推計の結果から、車線数は2車線、車線の幅員は３．０ｍとする。

（２） 「停車帯」の検討

市街化調整区域であり、積極的に市街化を促進すべき区域でないことから、
停車帯は設けないものとする。

（３） 「自転車・歩行者の通行空間」の検討

市街化調整区域内では沿道利用の可能性が低いことから、自転車交通量、
歩行者交通量がともに少ないことが想定されるため、自転車通行帯１．５ｍ、
歩道２．５ｍとする。

検討の結果、適正な幅員は以下のとおり



都市計画変更（案） 概要①
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路 線 名 幅 員 延 長 決定告示

３・４・５７
上尾伊奈線

１８ｍ
↓

１４ｍ※１

約１，７５０ｍ
↓

約７００ｍ※２

埼玉県
↓

上尾市
（伊奈町）

※１  市街化調整区域区間の幅員を１４ｍに変更
※２ 伊奈町区間は伊奈町が別途決定



市街化区域

市街化調整区域

市街化区域

都市計画変更（案） 概要②
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幅員変更（１８ｍ→１４ｍ）
当初計画（１８ｍ）
新規交差点区域

上尾市 伊奈町



平面図（案）
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市街化調整区域

上尾伊奈線
（幅員１８ｍ）

上尾伊奈線
（幅員１８ｍ→１４ｍ）

至 上尾市大字平塚

※ 交差点（区画線）の詳細は今後の設計・協議により変更となる可能性があります。

変更する区域変更がない区域

市街化区域



標準横断図（案） 一般部・市街化区域区間
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【県道さいたま菖蒲線以西】

※当初計画から変更ありません



標準横断図（案） 一般部・市街化調整区域区間
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【県道さいたま菖蒲線以東】

14.0m

2.5m 2.5m1.5m 1.5m3.0m 3.0m

4.5m 4.5m

当初計画
18.0m

※歩道幅員（両側）を変更します



標準横断図（案） 交差点（新規）
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【県道さいたま菖蒲線以西】

【県道さいたま菖蒲線以東】



都市計画法第１６条第１項に基づく説明
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種類 日付 対象者 備考

戸別訪問 令和７年５月～６月
都市計画（道路区域）の変更
に際し所有する土地・建物へ
の影響を受ける権利者

対象９戸
（権利者１０名）

説明会 令和７年５月３１日
上尾市に住所を有する者、
利害関係者

出席者１５名
（うち、権利者３名）



説明会 意見・質問の要旨

14

意見 回答

ごみ処理施設が計画されていることと、
上尾伊奈線の都市計画変更の内容（幅
員の見直し）が関係しているのでしょうか。

• ごみ処理施設の立地に関わらず、上尾伊奈線
の道路構造等について検証した結果、都市計画
の見直しの必要性があると判断したものです。

上尾伊奈線の整備により、交通の流れ
が悪くなることはないでしょうか。

• 上尾伊奈線の整備は、現在発生している交通渋
滞を助長させていくものではなく、東西ネットワー
クの形成による交通環境の改善と、渋滞緩和に
繋がっていくものと考えております。

上尾伊奈線の周辺では、右折帯がない
交差点などで既に渋滞が発生している。

上尾伊奈線が整備されることによって、
周辺道路の交通量が増加し、さらに道路
が混雑することを懸念しているが、渋滞
等の対策について、市はどのように考え
ているでしょうか。

• 現在周辺道路で、時間帯によって交通渋滞が発
生していることは認識しております。

• 市としても、交通渋滞が発生している交差点の対
策、例えば右折帯の設置等については、これま
でにいただいている地域の方々からのご要望や、
現地の実情を考慮して、改善が必要な箇所の抽
出等を行い、実施可能な対策案の検討を行って
いく必要があるものと認識しております。



都市計画法第１７条に基づく縦覧及び意見書の提出状況
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種類 日付 対象者 備考

都市計画法第１７条
に基づく縦覧及び意
見書の提出

〇縦覧・意見書の受付
令和７年８月１５日～
令和７年８月２９日

上尾市に住所を有
する者、利害関係者

縦覧者０名
意見書０通
※

※ 本議案の図書を掲載した市ホームページのウェブアクセス件数は、１００件
（上記縦覧の期間内に限る）
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【参考】 整備スケジュール（予定）
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